
【法律名】電気通信事業法          

【府省庁名】 総務省        

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

○概要 

電気通信事業法は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正

かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することによっ

て、電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増

進することを目的として制定されており、電気通信事業の登録、電気通信

業務、電気通信設備、土地の使用等について必要な規定を定めている。 

 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

電気通信の登録（第９条）、届出（第１６条）、電気通信事業の認定（第

117条）等の一部事務については、総務省の地方支分部局である総合通信局

へ委任している。 

 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

○総務大臣が登録した事業者     

２０年度       １５ 

２１年度       １１ 

２２年（４～１０月）  ３ 

○総務大臣が新規に届出を受けた数 

２０年度分     ９９９ 

２１年度分     ９１０ 

２２年（４～１０月）５８３ 

 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

なし。 

 

 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

下記ＵＲＬにおける「電気通信事業者数の推移」により各月の事業者数（登録

＋届出）を更新。また。「登録電気通信事業者一覧」により登録電気通信事業者

情報を更新。 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin04.html 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

下記ＵＲＬにおける「電気通信事業者数の推移」により各月の事業者数（登録

＋届出）を更新。また。「登録電気通信事業者一覧」により登録電気通信事業者

情報を更新。 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin04.html 
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【法律名】 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の

開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）  

【府省庁名】 総務省  

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

特定電気通信（インターネットでのウェブページや電子掲示板などの不特

定の者により受信されるもの）による情報の流通によって他人の権利が侵害

された場合について、特定電気通信役務提供者（・プロバイダ、サーバの管

理・運営者等）の損害賠償責任の制限、（被害の受けた者の）発信者情報の

開示請求権について規定したもの 

 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

特になし 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

特になし 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

特になし 

 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

 

 

  ○公表・広報手段 

 

 

特になし 
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【法律名】携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不 

正な利用の防止に関する法律 

【府省庁名】 総務省  

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．携帯電話不正利用防止法について 

携帯電話事業者に契約者の本人確認義務を課すこと等を内容とす

る「携帯電話不正利用防止法」が、平成１７年４月に成立し、平成

１８年４月より全面施行されている。同法の概要は以下のとおり。 

 

1)  携帯音声通信事業者（携帯電話事業者及びＰＨＳ事業者）に対し、

携帯電話等（携帯電話及びＰＨＳ）の契約締結時及び譲渡時に、契

約者の本人確認を義務付けること 

 

2)  契約者が、本人確認の際に虚偽の氏名等を申告することを処罰の

対象とすること 

 

3)  携帯音声通信事業者に無断で、業として有償で通話可能な携帯電

話等を譲渡することを処罰の対象とすること 

 

4) 自己が契約者となっていない通話可能な携帯電話等を譲り渡し又

は譲り受けることを処罰の対象とすること 

 

5) 相手方の氏名等を確認せずに、業として有償で通話可能な携帯電話

等を貸与することを処罰の対象とすること 

 

6) 通話可能な携帯電話等が一定の犯罪に利用された場合等において、

警察署長からの求めを受けて、携帯音声通信事業者が契約者の確認

を行うことができること 

 

7) 携帯音声通信事業者は、契約者が本人確認に応じない場合等には役

務の提供を拒むことができること 

 

２．20 年改正について 

レンタル携帯電話事業者による本人確認の厳格化等を内容とす

る改正携帯電話不正利用防止法が平成２０年６月に成立し、同年１

２月１日から施行されている。同法の概要は以下のとおり。 

 

1) 携帯電話の貸与業者に対しても、運転免許証等の身分証を確認す

ることによる契約者の本人確認を義務づけること 

 

2) ＳＩＭカードについても、通話可能端末設備と同等の規律を課す

ものとすること 
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 3) 国家公安委員会は、携帯電話事業者に対する情報の提供や、振り

込め詐欺対策に対する国民の理解を得るために必要な措置を講ず

ること 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

特になし 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

１ 総務省              20年度 21年度 22年度 

○ 是正命令             ２件  １件  １件 

○ 行政指導             ３件  ０件  ２件 

 （注）平成22年度の指示件数は速報値 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

携帯音声通信事業者及び媒介業者等の本店及び主たる事務所の所在

地が、地方総合通信局管内に存在する場合は、執行事務を地方総合通

信局に分掌している。 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

 

  ○公表・広報手段 

 

 

 

個別の処分が行なわれた場合は内容を随時公表。 

 

個別処分についてはプレスリリースを配布 
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【法律名】 総合法律支援法  

【府省庁名】法務省      

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

総合法律支援法は，法による紛争の解決が一層重要になることにかんが

み，裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にす

るとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門

職者サービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援の

実施及び体制の整備に関し，その基本理念，国等の責務その他の基本とな

る事項を定めるとともに，その中核となる日本司法支援センターの組織及

び運営について定めている。 

 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

なし 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

なし 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

 なし 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

特段の公表等は行っていない。 
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【法律名】  裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律         

【府省庁名】 法務省        

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

・ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律は，内外の社会情勢の変化に伴

い，裁判外紛争解決手続が，第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即し

た迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることにかんがみ，裁判外

紛争解決手続の基本理念や情報提供等に努めるべき国及び地方公共団体の責務

を定めるとともに，民間事業者の行う和解の仲介（調停，あっせん等。以下「民

間紛争解決手続」という。）の業務を対象として，その適正性を確保する観点か

ら必要とされる一定の要件に適合することを法務大臣が認証する制度を設け，認

証を受けた和解の仲介の手続の利用に関し，時効の中断等の効果を付与するなど

してその利便の向上を図ることを定めるものである。 

・ 認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するため，法務大臣は，一定の

要件の下で認証紛争解決事業者に対し，報告徴求，立入検査，必要な措置の勧告

・命令をすることができるほか，認証の基準・要件を満たさなくなった場合等に

は認証を取り消すことができる。 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

・ なし 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

・ なし 

 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

・ 法務大臣は，認証の取消し等の処分をする場合は，当該団体を所管する大臣等

に協議することとされている。 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

・ なし 
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【法律名】組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律    

【府省庁名】法務省         

 

法執行の現状 

  

制度の概要 

 

 

 

 

 

・ 組織的な犯罪に対処するため，組織的な犯罪に対する処罰を強化すると

ともに（第３条から第８条），犯罪収益の規制（第９条から第１７条，

第３章）などについて定めたもの。 

・ 「犯罪被害財産」の没収・追徴が一定要件の下で可能となった（第１３

条，第１６条，平成１８年改正）。 

 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

・ 本法に関して，関係行政機関との権限の分担・委任はない。 

 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

・ 本法に基づく行政処分等の執行実績はない。 

 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

・ 本法における関係行政機関との連携はない。 

 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

・ 本法に基づく行政処分等の執行実績はなく，その公表・広報も行ってい

ない。 
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【法律名】犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 

【府省庁名】法務省         

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

刑事裁判により没収・追徴された犯罪被害財産等を用い，当該事件の被

害者等に被害回復給付金を支給するもの。 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

被害回復給付金の支給手続は検察官が行う。 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

当局で把握している限りにおいて，平成18年12月１日の制度施行後平成

22年10月までの間に開始決定がなされた支給手続は 

平成20年      … ３件 

21年      … 12件 

22年（10月まで）… 10件  ある。 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

 なし 

 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

支給手続が開始されたことや支給対象となる犯罪行為の範囲などにつ

いては，官報や検察庁のホームページなどに掲載される。 
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【法律名】 利息制限法                               

【府省庁名】法務省・金融庁         

 

法執行の現状 

制度の概要（審議会等

の関与の方法を含む

ほか、改正や基準策定

等の状況を含む。） 

・ 金銭消費貸借における利息が法定の上限額を超える場合に、利息の契

約の一部が無効となること等を定めるもの。 

・ 平成１８年に営業的金銭消費貸借の特則（５条以下）を追加する改正

を行った（平成２２年６月１８日施行）。 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

・利息制限法は、法務省と金融庁の共管。 

 

法執行の実績（処分、

取締、勧告等の件数、

（あれば）行政指導の

件数） 

 

法執行における関係

行政機関（関係省庁、

取締機関、地方支分部

局、地方公共団体等）

との連携の実態 
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【法律名】薬事法（昭和３５年法律第１４５号）                               

【府省庁名】厚生労働省           

 

法執行の現状 

制度の概要（審議会等

の関与の方法を含む

ほか、改正や基準策定

等の状況を含む。） 

・医薬品には、医療行為として医師の判断で使用されるもの（医療用医

薬品）と、患者（消費者）が選択できるもの（一般用医薬品）がある。 

・薬事法においては、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、

有効性及び安全性の確保のために医薬品等の製造販売の承認、業の許

可その他の必要な規制を行う。（昭和３５年制定） 

・医薬品等の製造販売の承認にあたっては、独立行政法人医薬品医療機

器総合機構（総合機構）において審査を行った上、薬事・食品衛生審

議会において審議の上、了承されてから、厚生労働大臣が承認する。 

・累次の改正を経て、医薬品等の承認制度・安全対策制度につき充実を

図ってきている。 

（例）医薬品副作用報告制度 

昭和４２年 開始（行政指導） 

平成８年  法律に明記、感染症等の発生報告を義務化 

平成１４年 製薬企業だけでなく、薬局・医療機関の開設者等によ

る報告を義務化 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

○国 

・医薬品等の製造販売の承認（第１４条） 

・副作用報告等に基づく市販後安全対策の実施（第７７条の２の４等） 

・立入検査等（監督）（第６９条等） 

 

○都道府県、保健所設置市及び特別区 

・薬局開設、一般販売業等の許可（第２４条、第２６条等） 

・医薬品等の製造販売業、製造業の許可等（第１２条等） 

・立入検査等（監督）（第６９条等）  

法執行の実績（処分、

取締、勧告等の件数、

（あれば）行政指導の

件数） 

○国 

・新医薬品の承認 １０７件 

・後発医療用医薬品の承認 ３２７１件 

・一般用医薬品の承認 ２１７１件 

・医薬部外品の承認 ２２２１件 

 

・新医療機器の承認 ３６件 

・改良医療機器の承認 １８８件 

・後発医療機器の承認 １７９７件 

 

・医薬品の添付文書の改訂の指示 ２５５件 

・医療機器の添付文書の改訂の指示 ４件 

・医薬品の副作用報告 ３万４５３５件 

・医療機器の不具合報告 ６８０９件 
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○都道府県、保健所設置市及び特別区 

・立入検査 ２０万４３１８件 

 

※ 平成２１年度実績。ただし、総合機構分を含む。 

 

法執行における関係

行政機関（関係省庁、

取締機関、地方支分部

局、地方公共団体等）

との連携の実態 

・総合機構とは、医薬品等の承認審査、副作用・感染症情報の報告等に

おいて密接に連携している。 

・地方公共団体が許可した施設に対する立入検査等は地方公共団体が行

うが、必要に応じて国が同行し、国が許可した施設に対する立入検査

等は地方厚生局が行うが、必要に応じて本省・総合機構が同行する。 
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【法律名】 医療法（昭和２３年法律第２０５号）                     

【府省庁名】 厚生労働省          

 

法執行の現状 

制度の概要（審議会等

の関与の方法を含む

ほか、改正や基準策定

等の状況を含む。） 

（目的） 

医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供す 

る体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与すること（法第１ 

条）。 

 

（医療に関する選択の支援等） 

・ 医業に関する広告の制限（法第６条の５） 

・ 広告できる診療科名（法第６条の６） 

・ 違反広告に対する命令等（法第６条の８） 

（医療の安全の確保） 

・ 医療の安全の確保のための指針の策定（法第６条の１０） 

（病院等の開設） 

・ 病院開設の許可（法第７条） 

・ 許可の制限（法第７条の２） 

（業務委託） 

・ 業務委託先の制限（法第１５条の２） 

（監督） 

・ 病院、診療所等に対する立入検査（法第２５条） 

（医療提供体制の確保） 

・ 都道府県が策定する医療計画に関する事項の規定（法第３０条の４

等） 

・ 医療計画における特例病床の設置許可に対する厚生労働大臣への協

議（法第３０条の４） 

（医療法人） 

・ 医療法人の設立、定款変更に関する認可（法第４４条、第５０条等） 

・ 医療法人への報告徴収（法第６４条） 

 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

医療法の執行に関する事務については、主として地方公共団体の自治事

務である。一方、国は、２以上の都道府県の区域において病院等を開設

する医療法人の許認可など、一つの地方公共団体では処理することが困

難な事務を執行するほか、基本方針の策定や特定機能病院の監督などを

行っている。具体的には、以下のとおり規定されている。 

 

（医療に関する選択の支援等） 

・ 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医療

法令に違反しているおそれがある広告を行ったものに対し是正命令

を出すことが可能（法第６条の８）。 

（病院等の開設） 

・ 病院を開設するときは、開設地の都道府県知事の許可を受けなければ

ならない（法第７条）。 

・ 国の開設する病院等について、厚生労働大臣が許可するが（令第１

71



条）、権限は各地方厚生局長に委任。ただし、厚生労働大臣が自ら行

うことを妨げない（規則第４３条の３）。 

（監督） 

・病院、診療所、助産所に対し、都道府県知事、保健所設置市の市長、

特別区の区長が当該立入検査を実施（法第２５条第１項）。 

・特定機能病院に対し、厚生労働大臣が当該立入検査を実施（法第２５

条第３項）。 

同病院に対する立入検査は、各地方厚生局長に委任。ただし、厚生労

働大臣が自ら行うことを妨げない（規則第４３条の３）。 

・国民の健康を守るため緊急の必要がある場合、当該立入検査を厚生労

働大臣及び都道府県知事等が相互に密接な連携の下で実施（法第７１

条の３）。 

（医療提供体制の確保） 

・医療計画において定める基準病床数について、病床過剰地域であって

も特例的に、厚生労働大臣への協議を経て設置することが出来る（法

第３０条の４）。 

（医療法人） 

・ 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ設立することは出

来ない（法第４４条）。 

・ 定款又は寄付行為の変更は、都道府県知事の認可を受けなければその

効力を生じない（法第５０条）。 

・ 都道府県知事は、医療法人の業務又は会計が法令等に違反し、その運

営が著しく適正を欠くと認めるときは必要な措置をとるべき旨を命

ずることが可能（法第６６条）。２以上の都道府県の区域において病

院、診療所等を開設する医療法人については、都道府県知事ではなく

厚生労働大臣が行う（法第６８条の２）。 

 

 

直近３年間（平成 20

年度、21 年度及び 22

年度 10 月まで）の法

執行の実績（処分、

取締、勧告等((あれ

ば）行政指導))の件

数 

（監督） 

・平成２０年度立入検査の実施件数（法第２５条第１項・３項）  

厚生労働省８３件、都道府県等２４，２４７件 

（内訳：病院８，２９２件 診療所１５，９５５件） 

※厚生労働省、都道府県等の件数は重複あり。 

・平成２１年度立入検査の実施件数 

 厚生労働省８３件、都道府県等 ―件 

・平成２２年度立入検査の実施件数 

 厚生労働省―件、都道府県等 ―件 

 

※平成２１年度の都道府県等の実績、平成２２年度の厚生労働省及び都

道府県等の実績については現在集計中。 
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法執行における関係

行政機関（関係省庁、

取締機関、地方支分部

局、地方公共団体等）

との連携の実態 

・特定機能病院に対し立入検査を行う場合は、厚生労働大臣、地方厚生

局及び都道府県等は事前に調整した上で合同で実施。 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

立入検査の実施実績については、年１回厚生労働省ホームページにおい

て公表。 
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【法律名】消費生活協同組合法（昭和２３年法律第２００号） 

【府省庁名】厚生労働省 

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

（法律の概要） 

消費生活協同組合法は、協同組合である生協（消費生活協同組合）の設立、

組織運営・管理について規定しているものであり、生活協同組合組織の発達

を図り、国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とするもので

ある。 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

地域又は職域が都道府県の区域を越える組合については国（このうち地域

又は職域が一の地方厚生局の管轄区域内の組合については、地方厚生局に

権限を委任）、その他の組合については都道府県が所管（自治事務）する

こととなっているところである。 

 

（設立の認可） 

・ 行政庁は、申請があったときは、設立の手続又は定款若しくは事業計画

の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合等

を除いては、その設立を認可しなければならない（法第 58条）。 

 

（行政庁による検査） 

・ 行政庁は、組合に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若し

くは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計

経理が著しく適正でないと認めるときは、いつでも、その組合の業務

又は会計の状況を検査することができる（法第94条）。 

 

（所管行政庁） 

・ この法律中「行政庁」とあるのは、地域又は職域が都道府県の区域を越

える組合については厚生労働大臣、その他の組合については都道府県知

事とする（法第 97条）。 

 

（権限の委任） 

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところに

より、地方厚生局長に委任することができる（法第97条の4）。 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

平成20年度検査実績 

本省８件、地方厚生局７件 

平成21年度検査実績 

本省１５件、地方厚生局１８件 

平成22年度10月までの検査実績 

本省８件、地方厚生局１２件 

 

平成22年度措置命令実績 

    本省１件（直近３年間で１件のみ） 
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法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

地方厚生局へ本省所管分の一部について権限の委任 

都道府県所管分は自治事務 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

毎年、都道府県及び厚生局の生協担当者を集めた会議において、本省にお

ける検査実績を公表している。 
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【法律名】クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）  

【府省庁名】厚生労働省    

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

 クリーニング業法（昭和25年法律第207号）は、クリーニング業に

対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もって

その経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を

図ることを目的とする。 

 

営業者に対する規制の概要は以下のとおり。 

・ 営業者は、法及び条例に定められた衛生措置を講じなければなら

ない。（第3条） 

・ 営業者は、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明する

よう努めるとともに、苦情の申出先を明示しなければならない。（

第3条の2） 

・ 営業者は、クリーニング所ごとに、クリーニング師を置かなけれ

ばならない。（第4条） 

・ クリーニング所を開設しようとする者は、都道府県知事等に届出

なければならない。（第5条） 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

都道府県、保健所設置市及び特別区 

・クリーニング所の使用前検査の実施（第5条の2） 

・立入検査（第10条） 

・措置命令（第10条の2） 

・営業停止処分等（第11条） 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

 

        19年度   20年度   21年度 

使用前検査   3,811件  3,884件  3,494件 

措置命令      0件    0件    2件 

営業停止処分等   0件    0件    0件 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

都道府県等から法律の解釈等について質問があった場合に助言を行

う。 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

頻度：年１回 

手段：厚生労働省大臣官房統計情報部「衛生行政報告例」 

   厚生労働省ホームページ 
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【法律名】牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法                               

【府省庁名】農林水産省  

 

法執行の現状 

制度の概要 制度の概要 

本法律は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別

の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）のまん延を防止す

るための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別

のための情報の提供を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発

展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的としている。 

 

主な制度は以下のとおり。 

① 牛個体識別台帳の作成（法第３条） 
   国内で飼養されている全ての牛を対象として、個体識別番号、出

生又は輸入の年月日、雌雄の別、種別、管理者の氏名・名称・住所

等を記録した台帳（データベース）を作成。 
② 耳標の装着（法第９条） 

牛の管理者等は、牛の両耳に個体識別番号を表示した耳標を装着。  
③ 個体識別番号の表示等（法第１４～１６条） 

   と畜者、牛肉の販売業者、特定料理提供業者（主に焼き肉、しゃ

ぶしゃぶ、すき焼き、ステーキを提供する者）に対して、牛肉の仕

入・販売、特定料理の提供に当たって、当該牛肉の個体識別番号の

伝達・表示を義務付け。 
権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

・立入検査につき、地方農政局に委任（第１９条）。 

・牛個体識別台帳の記録等につき、独立行政法人家畜改良センターに委

任（第２０条）。 

直近３年間（平成 20

年度、21 年度及び 22

年度 10 月まで）の法

執行の実績（処分、

取締、勧告等((あれ

ば）行政指導))の件

数 

          20年度 21年度 22年度 

○勧告        ６件   ６件  ５件 
（第１５条、第１６条）  

○催告        １件   １件  １件 
（第５条）         

 

法執行における関係

行政機関（関係省庁、

取締機関、地方支分部

局、地方公共団体等）

との連携の実態 

個体識別番号の不適正表示の場合には、国・都道府県ＪＡＳ部局等と

連携を図って対処している。 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

 ○公表・広報手段 

 勧告等を行った場合、随時ホームページにプレスリリースを掲載。 
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【法律名】肥料取締法 

【府省庁名】農林水産省 

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

１ 制度の概要 

 この法律は、肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保

するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もつて

農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資するこ

とを目的とする。 

  主な制度は以下のとおり。 

 

① 公定規格の設定 

 農林水産大臣は（普通）肥料について、公定規格を定める 

 ア 含有すべき主成分の最小量 

 イ 含有が許される植物にとっての有害成分の最大量 等 

 

② 登録制度 

 ○生産者・輸入者は、銘柄ごとに農林水産大臣の登録を受けなければなら

ない。 

 ○登録申請があった場合、独立行政法人農林水産消費安全技術センターは

、肥料に関する専門技術的知見を用いて以下を調査 

 ア 見本品の分析・鑑定 

 イ 栽培試験による有害成分の分析 等 

 

２ 過去の主な改正概要 

（平成１１年改正） 

 ・汚泥を原料とした肥料の規制強化（第４条等） 

（平成１５年改正） 

・譲渡禁止肥料の回収命令の創設（第３１条の２）   等 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

・生産、輸入、販売業者への立入検査 

地方農政局へ委任（第３５条の２） 

 

・たい肥等の届出受理、立入検査 

都道府県が処理（第２２条等） 

 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

・肥料登録件数（第７条等） 

 １，６０１件（平成２０年度） 

 １，４８１件（平成２１年度） 

   ７０４件（平成２２年４月～１０月） 

・立入検査件数（第３０条等） 

 ６７７件（平成２０年度） 

 ６４８件（平成２１年度） 

 ４３０件（平成２２年４月～１０月） 
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法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

・ 内閣府食品安全委員会とは必要に応じて、打合せを行い、懸案事項など

についての協議等を実施。 

 

・ 本省と独立行政法人は、電話、メール等による連絡を行うと共に、懸案

事項などについての協議等を実施。また、本省、センターにおいて開催さ

れる会議に互いに随時参加。 

 

・ 地方農政局が主催するブロック会議に参加し、業務に必要な情報の提供

や意見交換を実施。 

 

・ 都道府県とは必要に応じて電話等で連絡を行うと共に、上記ブロック会

議において懸案事項などについて意見交換を実施。 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

   

 

 

○公表・広報手段 

 

 

肥料登録件数は毎月２回公告（第１６条第１項） 

立入検査結果は、毎月公表。（第３０条第７項） 

なお、含有を許される有害成分の最大量が基準を超えた場合等は、違反内容

を勘案して速やかに個別事案ごと公表。 

肥料登録件数の公告は官報掲載により実施。 

肥料立入検査の公表は、原則農林水産省のホームページに掲示するこ

とにより公表するが、肥料が広範囲にわたり出荷されるなど、広く農

家等に周知する必要がある場合には、報道発表（プレスリリース）を

実施 。 
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【法律名】飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律  

【府省庁名】農林水産省 

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

１ 制度の概要 

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（以下「飼料安全法

」という。）は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規則、飼料の公

定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の

確保及び品質の改善を図り、もって公共の安全の確保と畜産物等の生産

の安定に寄与することを目的としている。 

主な制度は次のとおり。 

〈安全性〉 

①基準及び規格の設定（第３条） 

 有害な畜産物の生産防止又は家畜等への被害による畜産物の生産阻害

を防止するため、飼料又は飼料添加物について製造、使用若しくは保存

の方法の基準、表示の基準又は成分規格を設定。 

②製造等の禁止（第４条） 
 基準や規格に合わない飼料等の製造、輸入、販売及び使用を禁止。 
③特定の飼料添加物の検定（第５条） 

 飼料の安全性の確保上、特に注意を要する飼料添加物（抗生物質）に

ついて、検定に合格したことを示す特別な表示が付されたもの又は登録

を受けた製造業者が製造したもの以外のものの販売を禁止。 

④有害物質を含む飼料等の製造等の禁止（第２３条） 

 有害な畜産物の生産又は家畜等への被害を防止するため、有害な物質

を含み又は病原微生物に汚染され、又はその疑いのある飼料又は飼料添

加物の製造、輸入、販売、使用を禁止。 

⑤廃棄等の命令（第２４条） 

 有害な物質を含む飼料又は飼料添加物の使用により有害畜産物が生産

され又は畜産物の生産が阻害されることを防止するため、製造業者等に

対し飼料等の廃棄等を命令。 

〈品質改善〉 

⑥公定規格の設定（第２６条） 

 優良飼料を推奨するため、飼料の種類別に栄養成分の最大量又は最小

量等を定めた公定規格を設定。 

 

２ 過去の主な改正概要 

平成１５年 

① 有害物質を含む飼料の製造等の禁止に加え、飼料の使用者に対し、当

該飼料の使用禁止の義務付けを追加（第２３条） 
② 飼料等の輸入届出制度の新設（第５１条） 
③ 反すう動物を対象とする飼料へのほ乳動物由来たん白質等の混入防

止対策の新設（第３条、成分規格等省令） 

等 
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権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

① 廃棄等の命令 

   販売業者に関しては都道府県の自治事務（第２４条） 

② 報告の徴取、立入検査等 

   製造業若しくは輸入業者等に関しては都道府県への法定受託事務（第

５５条第１項、第５６条第１項） 

販売業者、飼料の使用者に関しては都道府県の自治事務（第５５条第

２項及び第３項、第５６条第２項及び第３項） 

直近３年間（平成20

年度、21年度、22年度

10月まで）の法執行の

実績（処分、取締、勧

告等((あれば）行政指

導))の件数 

平成２０年度 平成２１年度 

・ 特定飼料等検定（第５条） 

（独）農林水産消費安全技術センター ３４７件   ２１５件 
・ 立入検査（第５６条、第５７条） 

（独）農林水産消費安全技術センター ６３２件   ６４４件 

都道府県           １，７８７件 １，８６１件 
（※実績は各年度終了後にとりまとめている） 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

・  内閣府食品安全委員会及び厚生労働省と、必要に応じ協議等を実施し

ている。 

・  法執行にあたっては、本省、地方農政局、都道府県及び独立行政法人

が連携を図って対処している。 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

飼料の検査結果を月ごとにとりまとめて公表し、ホームページに掲載。 
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【法律名】流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法  

【府省庁名】農林水産省、財務省、内閣府、厚生労働省、国土交通省  

 

法執行の現状 

制度の概要 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法は、国民の

生命または身体に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の

平穏と安定に資するため、流通食品への毒物混入等を防止するための

措置等を規定する法律として昭和６２年に制定されたものである。 

概要は、以下のとおり。 

○ 流通食品への故意による毒物混入等の防止のため、国による必要

施策を総合的に講ずる義務（第3条第1項） 

○ 製造業者等が毒物混入等を知ったときは、警察官又は海上保安庁

へ届ける義務（第4条） 

○ 警察官又は海上保安官は必要と認められるときは、関係行政機関

に通報（第6条） 

○ 主務大臣による流通食品への毒物の混入等の防止のための指導又

は助言等（第7条） 

○ 流通食品への毒物の混入等に対する罰則規定及び届け出義務違反

に対する罰則規定（第9条） 

 

※なお、本法は、多額の金品を得る目的をもって食品製造業者及び流

通業者に対してなされる恐喝事件について、罰則の整備等を含め、現

行刑法に欠けた面を強化するために立案されたものである。このため

、法律成立の経緯からは、必ずしも定義が明らかとなっていない「消

費者保護関連法」として整理することが適切かどうかは不明。 

 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

・ 第７条に規定する製造業者等に対する指導、助言等に関する主務

大臣は、一般流通食品は農林水産大臣、酒類は財務大臣。 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

・ 本法は、国内において、流通食品に毒物が混入される事案（その 

おそれのある事案を含む。）に適用されるものであるが、直近３年

間において、本法の対象となる事案は発生していない。 

なお、いわゆる「中国産冷凍ぎょうざ事案」は、国外において 

毒物が混入された事案であったため、本法は適用されなかったも 

のの、農水省としては自主的に商品の円滑な回収を進めるため、 

小売店舗を巡回点検し、指導・助言を行った。 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

・ 本法は、国内において、流通食品に毒物が混入される事案（その 

おそれのある事案を含む）に適用されるものであるが、直近３年間

において、本法の対象となる事案は発生していない。 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

  

・ 本法は、国内において、流通食品に毒物が混入される事案（その 

おそれのある事案を含む。）に適用されるものであるが、直近３年

間において、本法の対象となる事案は発生していない。 
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【法律名】 商品取引所法 

【府省庁名】 農林水産省・経済産業省 

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

・ 商品取引所法は、商品先物市場の健全な運営の確保と商品市場における

取引等の受託を行う者の業務の適正な運営を確保することにより、投資家

（委託者）保護に資すること等を目的としている。 

 具体的には、主務大臣（農林水産大臣及び経済産業大臣）が 

①商品取引所 

②商品取引員（仲介業者） 

③商品取引清算機関（国内全商品取引所における取引の決済を一括して行

う機関） 

④商品先物取引協会（商品取引員の自主規制機関） 

⑤委託者保護基金（ペイオフ実施機関） 

に対して、許認可等による監督を行うとともに、必要があると認める時は

、報告徴収及び立入検査を行うこととしている。 

なお、主務大臣は、不当な勧誘等の法令違反が認められた商品取引員に

対しては、許可の取り消し又は６月以内の期間を定めてその業務の停止を

命ずることができる。また、財産の状況が悪化している等の商品取引員に

対しては、３月以内の期間を定めてその業務の停止又は業務改善命令がで

きることとなっている。 

 

・＜商品取引所法の改正について＞ 

「使いやすい」「透明な」「トラブルのない」商品先物市場を実現するた

め、商品取引所法が改正され、名称も商品先物取引法に変更される（平成

２１年７月１０日公布、平成２３年１月１日に本格施行予定）。投資家（

委託者）の保護を図るため、取引所取引に加え取引所外取引や海外商品先

物取引について参入規制（許可制）を導入する。また、勧誘を要請しない

一般顧客への訪問・電話による勧誘（不招請勧誘）の原則禁止等について

の規定を導入するなど、行為規制が強化される。 

 

 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

・ 商品取引所については、農林水産省関係商品のみを扱う場合は農林水産

省の単管、経済産業省関係商品のみを扱う場合は経済産業省の単管、それ

以外は両省共管である。商品取引員については、両省の共管である。（第

３５４条第1項） 

 

・ 商品取引所及びその会員に対する権限、商品取引員に関する権限のうち

、立入検査、行政処分等に関するものを地方農政局長及び経済産業局長に

委任することができる。（第３５４条第３項） 
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直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

・報告徴収及び立入検査 

平成２０年度  ２２件（うち報告徴収９件） 

平成２１年度  １９件（うち報告徴収１件） 

平成２２年度    ７件（うち報告徴収６件） 

※原則として農水省、経産省合同 

 

・業務改善命令 

 平成２０年度   ０件 

 平成２１年度    ２件 

 平成２２年度   ２件 

※全て農水省、経産省合同 

 

・業務停止命令 

 平成２０年度  １０件 

 平成２１年度    ７件 

 平成２２年度   ３件 

※全て農水省、経産省合同 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

・ 立入検査を行う際、農林水産省、経済産業省の間で協議を行い、案件に

より合同で実施している。 

・行政処分を、農林水産大臣、経済産業大臣の連名で実施している。 

・商品先物取引協会、委託者保護基金、商品取引清算機関と必要に応じて情

報を共有している。 

・平成２３年１月に、商品先物取引法が施行され、国内外、取引所内外に関

わらず、商品先物取引を行う業者については許可制が導入される。現在、

農林水産省と経済産業省合同で許可手続を実施しているところ。 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

○公表・広報頻度 

・処分毎 

 

○公表・広報手段 

・処分についてはプレスリリースを配布。その後、ＨＰに掲載。 

・以下のアドレスに随時掲載 

＜農林水産省ＨＰ＞ 

http://www.maff.go.jp/j/soushoku/syoutori/dealing/press.html 

＜経済産業省ＨＰ＞ 

http://www.meti.go.jp/policy/commerce/a00/a0000000.html 
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【法律名】ガス事業法 

【府省庁名】経済産業省 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

１．ガス用品規制 

【概要】 

・ガス用品の製造及び販売を規制することによって、ガスによる災害の発生

を防止することを目的とする。 

・国が指定した品目について、製造・輸入事業者は、出荷時に技術基準に適

合させる義務がある。当該義務等を履行すれば、その旨を表す表示（PSTG

マーク）を製品に付すことができ、当該表示が付された製品でなければ、販

売することができない。 

・事後的に技術基準不適合等の違反が発覚した時は、国は製造・輸入事業者

に改善命令、表示の禁止、災害防止命令を発動することができる。 

【改正等】 

・ガスこんろをガス用品に指定（平成２０年１０月施行） 

 

２．ガス事業・保安規制 

【概要】 

・ガス事業が公益性の高い事業であることを踏まえ、ガス事業の許認可等に

当たっては、ガス事業の運営の調整を行い、ガス事業者に対して供給区域等

の需要に対する供給義務を課し、ガス料金その他の供給条件に係る供給約款

を定めること等を求めている。 

・ガス事業者に対し技術基準に基づくガス導管等のガス工作物の工事・維持

及び運用に伴う危険並びに障害の発生の防止、ガス消費機器の安全使用等に

ついての周知・調査義務を課している。 

【改正等】 

・導管漏えい検査の強化に係る改正（平成１９年７月施行） 

・法定周知の強化に係る改正（平成１９年７月施行） 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

１．ガス用品規制 

・製造・輸入事業者への報告徴収及び立入検査につき、経済産業局に委任（

施行令第１３条）。 

・販売事業者への報告徴収及び立入検査につき、都道府県に委任（施行令第

１２条） 

 

２．ガス事業・保安規制 

・ガス事業の許可、ガスの料金その他の供給条件についての認可等につき、

ガス事業者の供給区域等を管轄する経済産業局等に委任（法第３条・法第１

７条等、施行令第１３条） 

・ガス事業者に対する監査につき、ガス事業者等を管轄する経済産業局等に

委任（法第４５条の２、施行令第１３条）。 

・ガス事業者に対する報告徴収・立入検査につき、ガス工作物の設置の場所

を管轄する産業保安監督部に委任（法第４６条・第４７条、施行令第１３条

）等 
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直近３年間（平成20

年度、21年度及び20

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

 

１．ガス用品規制 

○平成２０年度 

（１）報告徴収（法第４６条） 本省０件、経済産業局０件 

（２）立入検査（法第４７条） 本省０件、経済産業局０件、都道府県８９

件、（独）製品評価技術基盤機構（以下、ＮＩＴＥという）６件 

（３）行政指導       本省３件、経済産業局２件 

○平成２１年度 

（１）報告徴収（法第４６条） 本省０件、経済産業局０件 

（２）立入検査（法第４７条） 本省０件、経済産業局０件、都道府県９７

件、ＮＩＴＥ １３件 

（３）行政指導       本省３件、経済産業局２件 

※平成２２年度においては集計中。 

 

２．ガス事業・保安規制 

○平成２０年度 

（１）許認可・届出等 本省８３８件、経済産業局１１５２６件 

（２）監査（法第４５条の２） 本省７件、経済産業局１４２件 

（３）報告徴収（法第４６条） 本省０件、産業保安監督部・経済産業局８

７件 

（４）立入検査（法第４７条） 本省１２件、産業保安監督部・経済産業局

６１５件 

○平成２１年度 

（１）許認可・届出等 本省６８５件、経済産業局１４５２０件 

（２）監査（法第４５条の２） 本省７件、経済産業局１３８件 

（３）報告徴収（法第４６条） 本省０件、産業保安監督部・経済産業局７

２件 

（４）立入検査（法第４７条） 本省１７件、産業保安監督部・経済産業局

５９４件 

○平成２２年度（１０月まで） 

（１）許認可・届出等 本省２３２件、経済産業局４９４１件 

（２）監査（法第４５条の２） 本省３件、経済産業局６５件 

（３）報告徴収（法第４６条） 本省０件、産業保安監督部・経済産業局１

６件 

（４）立入検査（法第４７条） 本省６件、産業保安監督部・経済産業局２

８９件 

 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

１．ガス用品規制 

製造・輸入事業者に対する違反対応は、本省の指示の下、主に各地方経済

産業局が、ＮＩＴＥが行う立ち入り検査と連携して実施し、さらに都道府県

が行う立入検査と連携して違反事業者の取り締まりを実施。 

また、事故対応や技術基準違反に係るリコール等の注意喚起について、本省

、ＮＩＴＥ、地方局、都道府県と連携して実施している。 

 

２．ガス事業・保安規制 
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ガス事業の許認可等の際、所管するガス事業者間の事業調整のため、本省

と所管経済産業局等との間で調整。 

また、ガス事故によっては、原因究明の際に、消防・警察等と情報の連携を

図り調査を行う場合もある。 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

１．ガス用品規制 

・報告徴収（法第４６条）は、法執行の必要性を判断した上で、個別案件

の状況を精査し必要に応じ、執行にあわせ公表することになる。 

・立ち入り検査（法第４７条）は、法執行の必要性を判断した上で、個別

案件の状況を精査し必要に応じ、執行にあわせ公表することになる。 

・改善命令（法第３９条の１３）は、執行にあわせ公表することになる。 

（平成２０年４月以降、実績なし） 

 

２．ガス事業・保安規制 

・許認可・届出等: 経済産業省ホームページ（本省、経済産業局）に、重要

な項目について掲載。例えば、ガス料金については、料金改定認可した時点

でそのつど掲載。大口供給（自由化部門）については、月に１回の頻度で掲

載。 

・監査：経済産業省ホームページ（本省、経済産業局）に、監査実施年度終

了後３ヶ月以内に掲載。 

・報告徴収：経済産業省ホームページ（本省（直近３年間は該当案件無し）

、産業保安監督部）に報告徴収を発出した時点でそのつど掲載。 

・立入検査：経済産業省ホームページ（本省、産業保安監督部）に掲載。本

省は四半期に１回、産業保安監督部は、各監督部により、随時公表～四半期

に１回～年に１回の頻度で掲載。 

 

87



【法律名】 電気用品安全法  

【府省庁名】経済産業省 

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

【概要】 

・電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保に

つき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険

及び障害の発生を防止することを目的とする。 

・政令で指定された電気用品に関し、製造・輸入事業者に対し、届出義務、

省令で定める技術基準の適合義務や検査義務がある。 

・販売段階においては、所定の表示がない電気用品の販売は禁止される。 

・技術基準違反等の場合には、改善命令、表示禁止命令、危害防止命令等を

発動することができる。 

【改正等】 

電気用品の技術基準を定める省令の一部改正。（平成２１年９月施行） 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 
・製造・輸入事業者に対する報告徴収、立入検査等につき、地方経済産業局

に委任。（施行令第６条） 

・販売事業者に対する報告徴収、立入検査等につき、都道府県知事に委任（

施行令第５条） 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで

○平成２０年度 

）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

（１）報告徴収（法第４５条） 

本省０件、経済産業局５５件、都道府県９件 

（２）立入検査（法第４６条） 

本省０件、経済産業局８件、都道府県２４１０件、（独）製品評価技

術基盤機構（以下、ＮＩＴＥという）１９７件 

（３）行政指導 

本省０件、経済産業局２９９件 

○平成２１年度 

（１）報告徴収（法第４５条） 

本省１件、経済産業局７３件、都道府県９件、 

（２）立入検査（法第４６条） 

本省５件、経済産業局６件、都道府県２２６９件、ＮＩＴＥ１７２件 

（３）行政指導 

本省０件、経済産業局３５３件 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

・製造・輸入事業者に対する違反対応は、本省の指示の下、主に各地方経済

産業局がＮＩＴＥの行う立ち入り検査と連携して実施し、さらに都道府県が

行う立入検査と連携して違反事業者の取り締まりを実施。 

・また、事故対応や技術基準違反に係るリコール等の注意喚起について、本

省、ＮＩＴＥ、経済産業局、都道府県と連携して実施している。 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

・報告徴収（法第４５条）は、法執行の必要性を判断した上で、個別案件

の状況を精査し必要に応じ、執行にあわせ公表することになる。 

・立ち入り検査（法第４６条）は、法執行の必要性を判断した上で、個別

案件の状況を精査し必要に応じ、執行にあわせ公表することになる。 
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・改善命令（法第４０条の２）は、執行にあわせ公表することになる。 

（平成２２年４月以降、実績なし） 
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【法律名】液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 

【府省庁名】経済産業省 

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

１．ＬＰガス器具規制 

【概要】 

・液化石油ガス器具等の製造及び販売を規制することにより、液化石油ガス

による災害を防止することを目的とする。 

・国が指定した液化石油ガス器具について、製造・輸入事業者は、出荷時に

技術基準に適合させる義務がある。当該義務等を履行すれば、その旨を表す

表示（PSTGマーク）を製品に付すことができ、当該表示が付された製品でな

ければ、販売することができない。 

・事後的に技術基準不適合等の違反が発覚した時は、国は製造・輸入事業者

に改善命令、表示の禁止、災害防止命令を発動することができる。 

【改正等】 

・ガスこんろを液化石油ガス器具に指定（平成２０年１０月施行） 

 

２．ＬＰガス事業・保安規制 

【概要】 

・液化石油ガスの販売は法令で定める基準に従わなければならない。特に、

消費者保護の観点から販売事業者の遵守すべき販売方法の基準が省令で定

められており、消費設備の所有者の確認、液化石油ガスの継続的消費に支障

を生じない引き渡し、契約解除時の供給設備の撤去期間等が定められている

。 

・液化石油ガスを使用する設備・機器に関する基準を設ける他に、液化石油

ガス販売事業者を登録制に、保安機関を認可制にし、これらの事業者に対し

て、一般消費者等の保安を確保するため、供給設備の点検、消費設備の調査

、緊急時連絡への対応、消費者への周知の保安業務を課している。この他、

業務主任者等の選任、従業員への保安教育等の義務を課しているところであ

る。 

【改正等】 

・液化石油ガス供給設備等の取り外しに係る技術基準改正（省令 平成１９

年７月施行） 

・法定周知の強化に係る改正（省令 平成１９年７月施行） 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

１．ＬＰガス器具規制 

・製造・輸入事業者への報告徴収及び立入検査につき、経済産業局に委任（

施行令第１４条）。 

・販売事業者への報告徴収及び立入検査につき、都道府県に委任（施行令第

１３条） 

 

２．ＬＰガス事業・保安規制 

・液化石油ガス販売事業者の登録及び保安機関の認定については、都道府県

知事及び経済産業大臣が行う。（法第３条第１項、法第２９条第１項） 
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・ 液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設等の設置について、所在地の都道府

県知事の許可（法第３６条） 

・液化石油ガス販売事業者の登録等を行った場合には、都道府県知事、国家

公安委員会及び消防庁長官に通報（施行令第１１条） 

・液化石油ガス販売事業者の登録について、経済産業大臣の権限を一部経済

産業局長及び産業保安監督部長に委任（施行令第１４条第１項） 

保安機関の認定について、経済産業大臣の権限を一部産業保安監督部長に委

任（施行令第１４条第４項）等 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで

１．ＬＰガス器具規制 

）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

○平成２０年度 

（１）報告徴収（法第８２条） 本省０件、経済産業局０件 

（２）立入検査（法第８３条） 本省０件、経済産業局１件、都道府県４５

５件、(独)製品評価技術基盤機構（以下、ＮＩＴＥという）２５件 

（３）行政指導       本省２件、経済産業局２件 

○平成２１年度 

（１）報告徴収（法第８２件） 本省０件、経済産業局１件 

（２）立入検査（法第８３条） 本省０件、経済産業局０件、都道府県６２

８件、ＮＩＴＥ１３件 

（３）行政指導       本省０件、経済産業局７件 

 

２．ＬＰガス事業・保安規制 

○平成２０年度 

（１）立入検査（法第８３条） 

①本省 販売事業者１２事業者、保安機関１８機関 

②産業保安監督部 販売事業者７７事業者、保安機関１５１機関 

（２）行政処分 

  ①本省 ２事業者 

  ②産業保安監督部 １事業者 

（３）行政指導 

  ①本省 ４事業者 

  ②産業保安監督部 販売事業者２３事業者、保安機関３７事業者 

○平成２１年度 

（１）立入検査（法第８３条） 

①本省 販売事業者１２事業者、保安機関１２機関 

②産業保安監督部 販売事業者６９事業者、保安機関１２９機関 

（２）行政処分 

  ①本省 ２事業者 

（３）行政指導 

  ①本省 ３事業者 

  ②産業保安監督部 ９事業者 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

１．ＬＰガス器具規制 

製造・輸入事業者に対する違反対応は、本省の指示の下、主に経済産業局

が、NITEが行う立ち入り検査と連携して実施し、さらに都道府県が行う立入

検査と連携して違反事業者の取り締まりを実施。 

91



との連携の実態 また、事故対応や技術基準違反に係るリコール等の注意喚起について、本

省、ＮＩＴＥ、地方局、都道府県と連携して実施している。 

 

２．ＬＰガス事業・保安規制 

・ＬＰガス事故については、事業者から都道府県又は産業保安監督部を通じ

報告 

・事故対応及び事故原因の究明については、本省・産業保安監督部、都道府

県と連携して実施 

・立入検査を行う場合にあっては、本省、産業保安監督部及び都道府県担当

者が必要に応じ同行 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

１．ＬＰガス器具規制 

・報告徴収（法第８２条）は、法執行の必要性を判断した上で、個別案件

の状況を精査し必要に応じ、執行にあわせ公表することになる。 

・立ち入り検査（法第８３条）は、法執行の必要性を判断した上で、個別

案件の状況を精査し必要に応じ、執行にあわせ公表することになる。 

・改善命令（法第４９条）は、執行にあわせ公表することになる。 

（平成２０年４月以降、実績なし） 

 

２．ＬＰガス事業・保安規制 

・報告徴収（法第８２条）は、法執行の必要性を判断した上で、個別案件

の状況を精査し必要に応じ、執行にあわせ公表することになる。 

・立ち入り検査（法第８３条）は、法執行の必要性を判断した上で、個別

案件の状況を精査し必要に応じ、執行にあわせ公表することになる。 

・改善命令（法第４９条）は、執行にあわせ公表することになる。 

（本省においては、年度ごとに集計し公表。産業保安監督部においては、

必要に応じて公表。） 
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